
中小企業家同友会 

名称 大阪府中小企業家 同友会 

所在地 大阪市中央区 農人橋１２－１－３０ 谷町八木ビル４Ｆ 
連絡先：電話０６－６９４４－１２５１ ＦＡＸ０６－６９４１－８３５２ 

代表理事 堂上 勝己    梅南鋼材㈱ 

畑野 吉雄    ㈱中央電機計器製作所 

中島 幸子    Ｎ総合会計 

組織 ●府下の中小企業経営者、２８００名が加盟。 
全業種の企業が加盟。平均従業員規模は、約３０名。 

●毎年４月に総会を開催：①年度方針、②予算・決算を確認。③理事を選出。

●毎月、理事会を開催：年度方針・年間計画を具体化。 
●地域を基礎に、１９に支部に幹事会を置き、毎月例会を開催。支部を統括

する組織として府下に５つのブロックを設置。 
●全国組織＝中小企業家同友会全国協議会に参画。 

設立 １９５８年９月に発足。 

会の目的

と主な事

業 

●同友会理念を会の原則とし、その実現を目指しています。 
同友会理念とは、次の通りです。 
①３つの目的：強じんな企業体質を目指す。良い経営者を目指す。中小企

業を取りまく経営環境を改善する。 
②自主・民主・連帯の精神 
③地域とともに歩む中小企業 

●自立的で質の高い企業、創造的な企業、地域とともに発展する企業を目指

しています。 
①支部が、毎月月例会を開催。異業種の経営者から学び、自社で実践し、

自社経営を強化しています。 
②経営指針の成文化と全社的な実践に取り組んでいます。明確な経営理念

を掲げ、経営方針・経営計画を全社で確認し、実践する企業づくりを推

進しています。 
③新入社員の採用と育成に力を入れ、共同求人活動・社員教育活動に会と

して取り組み、会員企業の人育てのニーズに対応しています。 
④新商品・新サービス開発のための研究グループ、環境ビジネスについて

研究会などが活動を展開。産学官の連携などを推進しています。 
⑤女性経営者や後継者が学ぶ場として、女性部・青年部が活動を行ってい

ます。 
●中小企業が、日本経済の主役として活躍できるよう『中小企業憲章』の制

定を目指しています。また、中小企業が地域経済の担い手として活躍でき

るよう『中小企業振興条例』（仮称）の制定と発展を目指しています。 

ＵＲＬ http://www.osaka.doyu.jp/ 

刊行物 月刊誌 ＯＳＡＫＡ中小企業家を発行しています。 

 


